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平成２８年度　第６回定例理事会日程

平成２８年１２月１３日（火）

春日部市　やまや新館
1、 開会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神澤副会長　

2、 会長挨拶





　　　
会　長　

郡市代表者会議　地域医療システム作り　各市町から代表者を出してほしい　年3回
名簿を1月までに出してほしい

日歯　堀先生が立候補予定

3、 報告事項

Ａ,会員報告
　　自宅住所変更　　第５支部　熊谷修一　先生
　　　　　　　　　　第６支部　国延次郎　先生
　　　　　　　　　　第5支部　忍田　先生
Ｂ,会務報告(次頁参照)
Ｃ,県歯報告
　　国保組合の件
Ｄ,その他
　　埼葛歯科医師会新年会　平成２９年１月１４日（土）１９時
　　　　　　　　　　　　　大宮パレスホテル
　　
４、議題

１）会則改定委員会より（別紙参照）改訂することの承認
２）入会申請
　第1支部　高野梨沙先生　承認　個人正会員分
３）来年度会費免除

　第1支部　佐井鐘憲先生　歯科医師会に残りたい　承認
４）学校歯科　ビデオ28本廃棄　承認
５、協議事項
１）会員よりの要望

２）その他
　　終身会員の年齢
　　　

６、本会・各部・連盟/報告
７、その他
　　　

８、次回理事会等日程　
　　　　　　　　　　　　平成２９年

理事会　第７回　　２月１４日（火）久喜市　ホテル久喜
新年会　　　　　　１月１４日（土）大宮パレスホテル
第１１５回総会　　３月１８日（土）春日部市　ふれあいキューブ　　　
９、閉会　　

　　
　



藤村副会長
会則改定案
	現行
	改定案

	会　則
（組　織）
第2条　本会は、埼玉県南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、白岡市、春日部市、草加市、久喜市、蓮田市、幸手市の区域で歯科医業に従事する歯科医師にして、かつ、本会で承認したものをもって組織する。
（会員の種別）
第7条　本会の会員は次の3種とする。
（1）正会員　医療機関の開設者及び管理者とする。ただし、正会員が終身会員になったとき、同時に、同一医療機関の家族会員は、開設者及び管理者でなくとも、所定の手続きを経て正会員となる。
（2）家族会員　正会員の開設する同一医療機関に勤務している親子、夫婦、兄弟等
（3）終身会員　埼玉県歯科医師会の定款により終身会員となり、本会会員として20年を経たもの
（役員の任期）
第23条　役員の任期は2年とし、その始期は改選の年の4月1日とする。これらの変更は、平成25年4月1日より施行する。
（招　集）
第36条　理事会は、会長が招集し、議長となる。
（繰越金）
第44条　年度末に歳入から歳出を差し引いて、残金があれば繰越金として次年度に編入する。

	（組　織）
第2条　本会は、埼玉県南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、白岡市、春日部市、草加市、久喜市、蓮田市、幸手市の区域で歯科医業に従事する歯科医師にして、かつ、本会で承認したもの、及び本会に10年以上在籍し疾病その他の理由により歯科医業に従事しなくなった者で本会にて承認したものをもって組織する。
(1) 正会員　医療機関の開設者及び管理者とする。ただし、正会員が終身会員になったとき、同時に、同一医療機関の家族会員は、開設者及び管理者でなくとも、所定の手続きを経て正会員となる。また、終身会員のみの医療機関に会員として入会するものは開設者及び管理者でなくとも、所定の手続きを経て正会員となる。
（2）家族会員　正会員の開設する同一医療機関に勤務している親子、夫婦、兄弟等
（3）終身会員　埼玉県歯科医師会の定款により終身会員となり、本会会員として20年を経たもの
（役員の任期）
第23条　役員の任期は2年とし、その始期は改選の年の7月1日とする。これらの変更は、平成29年4月1日より施行する。
（招　集）
第36条　理事会は、会長が招集し、議長は会長が指名する。
（繰越金）
第44条　年度末に収入から支出を差し引いて、残金があれば繰越金として次年度に編入する。


	諸　規　定
第3条　入会金は、入会と同時に、医療機関入会金として300,000円、正会員入会金として200,000円を納入するものとする。 ただし、家族会員が同一医療機関で正会員となる場合は100,000円を納入するものとする。

	第3条　入会金は、入会と同時に、医療機関入会金として100,000円、正会員入会金として200,000円を納入するものとする。ただし、家族会員が同一医療機関で正会員となる場合は100,000円を納入するものとする。


	一時積立金規定
第2条 一時積立金は、歳入予算の繰入金及び予算外の不時の支出に充てることができる。

	第2条　一時積立金は収入予算の繰入金及び予算外の不時の支出に充てることができる。


懸案事項
	現行
	改定案

	選挙規程
第16条　会長及び監事の選挙は、任期満了の年度の11月に行う。ただし、特別の事情があるときは、理事会の議を経て変更することができる。
会則

第30条　定時総会は、毎年6月及び3月に開催し、会長が召集する。
2.臨時総会は、次の場合に開催し、会長は速やかに召集しなければならない。
（1）会長が必要と認めたとき。
（2）監事総員又は会員若しくは理事の2分の1以上から、会議の目的及び審議事項とその理由を記載した書面により請求があったとき。
（3）会長及び監事の選任
	第16条　会長及び監事の選挙は、任期満了の年度の3月定時総会で行う。ただし、特別の事情があるときは、理事会の議を経て変更することができる
第30条　定時総会は、毎年6月及び3月に開催し、会長が召集する。
2.臨時総会は、次の場合に開催し、会長は速やかに召集しなければならない。
（1）会長が必要と認めたとき。
（2）監事総員又は会員若しくは理事の2分の1以上から、会議の目的及び審議事項とその理由を記載した書面により請求があったとき。
（3）削除




埼葛歯科医師会理事会報告書

